
 

議案第４号資料 

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（報酬を支給しない場合） （報酬を支給しない場合） 

第３条 市長、副市長及び教育委員会教育長並び

に一般職に属する常勤の職員が別表において特

に定める特別職の職を兼ねるときは、その兼ね

る特別職の職員として受けるべき報酬を支給し

ない。 

 

 

２ 議会議員及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１３８条の４第１項の規定により置

かれた執行機関の委員が当該職の立場として別

表において特に定める特別職の職に就くときは、

その就く特別職の職員として受けるべき報酬を

支給しない。 

第３条 市長、副市長及び教育委員会教育長並び

に一般職に属する常勤の職員、議会議員並びに

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３

８条の４第１項の規定により置かれた執行機関

の委員が別表において特に定める特別職の職を

兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として

受けるべき報酬を支給しない。 

別表（第１条、第２条、第３条関係） 別表（第１条、第２条、第３条関係） 

 区分 報酬額   区分 報酬額  

 教育委員会 略 

～  

就学支援委員会委員（注） 

略   教育委員会 略 

～  

就学支援委員会委員（注） 

略  

 いじめ問題対策連

絡協議会（注） 

会長 

委員 

日額 ７，７００円 

日額 ７，２００円 

    

 いじめ問題調査審議会委員 

～  

農地利用最適化推進委員 

略   いじめ問題調査審議会委員 

～  

農地利用最適化推進委員 

略  

備考 略 備考 略 

 

 


